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北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例について
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内 容 に 関 す る 意 見

１．「北海道空き缶等の散乱の防止に関する基本方針」の見直しについて

（第７条、第９条関連）

・本条例の実効性を高めるには、実施状況などについての検証作業が不可欠と

言える。たとえば５年を計画期間とし、数値目標を含む毎年の進捗状況につ

いての検証作業を基本方針に盛り込むべきである。

また、検証の結果を公表し、快適な生活環境の確保に対する意識の醸成に努

めるべきである。

２．各市町村における、空き缶等散乱防止条例の設置促進の強化について

（第１３条関連）

・本条例の実効性を高めるには、各市町村における空き缶等散乱防止条例の普

及がポイントとなる。現在２０市町村において条例が制定されているのみで

あり、各市町村における、空き缶等散乱防止条例の制定が促進されるよう取

り組みを強化すべきである。


